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令和3（2021）年■10月令和3（2021）年■10月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。

市
政
情
報

講
座
・
教
室
・

イ
ベ
ン
ト

募
集
・
求
人

健
康

高
齢
者
・
福
祉

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

子
育
て

図
書
館

相
談

市
民
情
報

（
伝
言
板
・
文
芸
）

1213

浄
化
槽
の
各
種
届
出

浄
化
槽
法
の
規
定
に
よ
り
、
転
入
・
転

出
等
の
理
由
で
次
表
の
内
容
に
該
当
す
る

場
合
は
、
環
境
セ
ン
タ
ー
ま
で
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
様
式
は
市

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

届出の種類 内容 提出期間
浄化槽使用
開始報告書 使用を開始したとき 浄化槽の使用を開始した

日から30日以内
浄化槽使用
廃止届出書 使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内

浄化槽管理者
変更報告書 管理者を変更したとき 変更した日から30日以内

浄化槽
技術管理者
変更報告書

技術管理者を変更した
とき（処理対象人員が
501人以上の施設）

変更した日から30日以内

浄化槽使用
休止届出書 使用を休止したとき 使用を休止するための

清掃を行ったとき
浄化槽使用
再開届出書 使用を再開したとき 使用を再開した日から

30日以内

・

環
境
セ
ン
タ
ー
☎
24‒

2
8
8
8

24‒

2
8
3
8

10
月
は
食
品
ロ
ス
削
減
月
間

家
庭
で

も「
お
い
し
く
楽
し
く
食
べ
き
ろ
う
！
」

10
月
30
日
の
食
品
ロ
ス
削
減
の
日
を
含

む
10
月
に「
家
庭
で
の
お
い
し
い
食
べ
き

り
全
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」を
実
施
し
ま
す
。

大
河
ド
ラ
マ「
鎌
倉
殿
の
13
人
」比
企
市
町

村
推
進
協
議
会

広
報
紙
リ
レ
ー
企
画

比
企
9
市
町
村
で
は
、
令
和
4
年
放
送

予
定
の
大
河
ド
ラ
マ「
鎌
倉
殿
の
13
人
」の

放
映
を
き
っ
か
け
と
し
た
地
域
の
活
性
化

に
取
り
組
む
た
め
、
協
議
会
を
立
ち
上
げ

て
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

9
月
号
か
ら
開
始
し
た
広
報
リ
レ
ー
企

画
の
10
月
号
は「
東
松
山
市
」に
つ
い
て
お

伝
え
し
ま
す
。
広
報
ひ
が
し
ま
つ
や
ま
で

は
、

を
活
用
し
な
が
ら
情
報
を
発
信
し

ま
す
の
で
、
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

取
っ
て
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

QRコード

政
策
推
進
課

☎
21‒

1
4
1
1

22‒

5
5
1
6

講
座
・
教
室
・イ
ベ
ン
ト

高
坂
の
歴
史
教
室

11
月
29
日
㈪
、
12
月
7
日
㈫（
全
2
回
）

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

高
坂
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー（
29
日
）、
岩

殿
観
音
正
法
寺（
7
日
）

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

22
人（
申
込
多
数
の
場
合
抽
選
）

高
坂
地
区
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、
令
和
4

年
放
送
予
定
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

家
庭
で
で
き
る
食
品
ロ
ス
削
減
の
取
り
組

み
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

食
品
ロ
ス
削
減
の
コ
ツ

お
買
い
物
編

・
必
要
な
分
だ
け
購
入
し

ま
し
ょ
う
。

・
買
い
物
前
に
冷
蔵
庫
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

し
ょ
う
。

保
存
編

・
定
期
的
に
冷
蔵
庫
を
整
理
し

ま
し
ょ
う
。

調
理
の
工
夫
編

・
必
要
な
分
だ
け
料
理

を
作
り
ま
し
ょ
う
。

・
使
い
切
り
、
食
べ
き
り
を
意
識
し
て
食

材
の
保
存
方
法
を
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。

廃
棄
物
対
策
課

☎
21‒

1
4
0
1

23‒

7
7
0
0

埼
玉
県
秋
の
プ
ラ
ご
み
ゼ
ロ
ウ
ィ
ー
ク

10
月
31
日
㈰
ま
で「
埼
玉
県
秋
の
プ
ラ

ご
み
ゼ
ロ
ウ
ィ
ー
ク
」と
し
て
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
問
題
を
身
近
な
も
の
と
し
て

捉
え
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
排
出
抑
制

と
回
収
に
向
け
た
行
動
の
呼
び
か
け
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

・
後
で
ご
み
に
な
る
も
の
は
貰も

ら

わ
な
い
！

買
わ
な
い
！
（Reduce

:

発
生
抑
制
）

・
ご
み
に
な
り
に
く
い
商
品
を
選
ん
で
繰

り
返
し
使
い
ま
し
ょ
う
！
（Reuse

：

再
使
用
）

・
ご
み
と
し
て
出
す
時
は
分
別
し
て
捨
て

ま
し
ょ
う
！
（Recycle

:

再
生
利
用
）

廃
棄
物
対
策
課

☎
21‒

1
4
0
1

23‒

7
7
0
0

「
鎌
倉
殿
の
13
人
」に
登
場
す
る
比
企
一

族
と
正
法
寺
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
29

日
は
座
学
、
7
日
は
岩
殿
地
区
を
巡
る

現
地
学
習
で
す
。

・

10
月
22
日
㈮
ま
で
に
直
接
、
電
話

又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
高
坂
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
へ
。

☎
34‒

3
7
3
0

34‒
3
8
4
5

大
岡
の
歴
史

－

比
企
一
族

－

①
11
月
14
日
・
21
日
㈰
午
前
10
時
〜
正

午
②
11
月
28
日
、
12
月
5
日
㈰
午
前
10
時
〜

正
午

※
①
②
と
も
内
容
は
同
一
で
す
。

大
岡
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

各
24
人（
申
込
多
数
の
場
合
抽
選
）

大
岡
地
区
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、
令
和
4

年
放
送
予
定
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
鎌
倉
殿
の
13
人
」に
登
場
す
る
比
企
一

族
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
1
日
目
は
座

学
、
2
日
目
は
大
岡
地
区
の
比
企
一
族

伝
承
の
地
を
徒
歩
で
巡
り
ま
す（
約
6

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）。

※
2
日
目
は
歩
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

・

10
月
15
日
㈮
ま
で
に
直
接
、
電
話

又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
大
岡
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
へ
。

☎
39‒

0
6
0
2

39‒

0
6
7
6

東
松
山
市
国
民
保
護
計
画
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

国
の「
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指

針
」及
び
県
の「
国
民
保
護
に
関
す
る
埼
玉

県
計
画
」の
変
更
を
踏
ま
え「
東
松
山
市
国

民
保
護
計
画
」を
変
更
し
ま
す
。

計
画
案
を
公
表
し
ま
す
の
で
、
ご
意
見

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

公
表
期
間

10
月
18
日
㈪
〜
11
月
8
日
㈪

公
表
場
所

危
機
管
理
防
災
課
、
市
民
情

報
コ
ー
ナ
ー
、
各
図
書
館
、
各
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー

※
計
画
案
は
市

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
が
あ
る
個
人
・

法
人
・
団
体

・
本
案
に
関
し
て
利
害
関
係
が
あ
る
個

人
・
法
人
・
団
体

提
出
方
法

公
表
場
所
に
あ
る
意
見
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
11
月
8
日
㈪
ま

で
に
直
接
、

、
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
郵
送
で

〒
3
5
5‒

8
6
0
1
松
葉
町
1‒

1

‒

58
危
機
管
理
防
災
課
へ
。

危
機
管
理
防
災
課

☎
21‒

1
4
0
5

22‒

7
7
9
9

H
M
Y002@

city.higashim
atsuyam

a.
lg.jp

10
月
か
ら
12
月
ま
で
は
滞
納
整
理

強
化
期
間
〜
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
〜

県
内
市
町
村
と
県
で
は「
滞
納
整
理
強

化
期
間
」を
設
け「
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
」を

合
言
葉
に
徴
収
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

市
で
は
再
三
の
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
市

税
を
納
付
い
た
だ
け
な
い
場
合
に
は
、
預

貯
金
・
給
与
・
不
動
産
の
差
押
え
な
ど
、

滞
納
解
消
に
向
け
た
取
組
を
行
い
ま
す
。

市
税
の
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

10
月
か
ら
3
月
ま
で
の
市
税
等
納
期
限
一

覧
表

納
期
限

市
県
民
税
固
定
資
産

税

国
民
健
康

保
険
税

11
月
1
日

第
3
期

第
4
期

11
月
30
日

第
5
期

12
月
27
日

第
3
期

第
6
期

1
月
31
日

第
4
期

第
7
期

2
月
28
日

第
4
期

第
8
期

収
税
課

☎
21‒

1
4
0
9

23‒

2
2
3
8

埼
玉
県
最
低
賃
金
の
改
定

10
月
1
日
か
ら
埼
玉
県
最
低
賃
金
は
時

間
額
9
5
6
円（
引
上
げ
額
28
円
）と
な
り

ま
す
。

埼
玉
県
最
低
賃
金
は
、
賃
金
の
最
低
限

度
を
定
め
る
も
の
で
、
年
齢
や
雇
用
形
態

に
関
係
な
く
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
を

含
め
、
県
内
の
事
業
所
で
働
く
全
て
の
労

働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
使
用
者
も
、
労

働
者
も
、
賃
金
額
が
1
時
間
当
た
り

9
5
6
円
以
上
か
ど
う
か
必
ず
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
な
お
、
一
部
の
産
業
に
は
、
特

定（
産
業
別
）最
低
賃
金
も
適
用
さ
れ
ま

す
。埼

玉
労
働
局
賃
金
室

☎
0
4
8‒

6
0
0‒

6
2
0
5

川
越
労
働
基
準
監
督
署

☎
0
4
9‒

2
4
2‒

0
8
9
1

税
務
署
納
税
窓
口
の
受
付
時
間
変
更

10
月
1
日
㈮
か
ら
、
税
務
署
の
納
税
窓

口
の
受
付
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後
4

時
ま
で
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
国
税
の
納

付
は
、
安
全
、
便
利
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・

東
松
山
税
務
署
☎
22‒

0
9
9
0

令
和
3
年
社
会
生
活
基
本
調
査
を

実
施
し
ま
す

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月
20
日
現
在

で
社
会
生
活
基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
で
は
、
国
民
の
生
活
時
間
の

使
い
方
や
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
状
況
を
調

べ
、
暮
ら
し
や
社
会
の
た
め
の
基
礎
資
料

と
し
て
活
用
し
ま
す
。
10
月
上
旬
か
ら
中

旬
に
か
け
て
、
調
査
員
が
調
査
を
お
願
い

す
る
世
帯
に
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣

旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
回
答
を
お
願
い

し
ま
す
。

県
統
計
課
人
口
統
計
担
当

☎
0
4
8‒

8
3
0‒

2
3
1
4

0
4
8‒

8
2
2‒

4
1
0
4

ミニほっとらいんミニほっとらいん男女共同参画情報男女共同参画情報

ワーク・ライフ・バランス
ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）が実現
した社会は「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感
じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭
や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ
た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現で
きる社会」とされています。
　これは、昨今耳にする｢ウェルビーイング｣（well-
being）とも重なります。WHO憲章の前文によると、
「健康とは、病気でないとか弱っていないということ
ではなく、肉体的にも精神的にもそして社会的にも全
てが満たされた状態（ウェルビーイング）にあること」
を言うそうです。
　コロナ禍において、在宅ワーク推進や外出自粛、周
囲との交流がしにくくなるなど、ワーク･ライフ･バラ
ンスが崩れてきてしまっている人も多いと思います。
それは仕事をしている人だけでなく、私のような専業
主婦も例外ではありません。以前のような生活になっ
た時、ウェルビーイングを目標に、理想のワーク･ラ
イフ･バランスを考えてみるきっかけにしてはいかが
でしょうか。

（ほっとらいん編集協力員　黒
くろ

山
やま

湖
こ

子
こ

）
人権市民相談課☎21-1416 23-2236

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/seisakuzaiseibu/seisakusuishin/menu/city_promotion/1626765451758.html



